
広報 にっこう ２

月
～
　
年
５
月
の
　
年
間
、
個

３６

１０

人
住
民
税
は
各
年
分
の
均
等
割

の
年
税
額
が
市
民
税
・
県
民
税

と
も
に
　
円
ず
つ
引
き
上
げ
ら

５００

れ
ま
す
。

※
県
民
税
に
は
平
成
　
年
度
ま

２９

　
で
「
と
ち
ぎ
の
元
気
な
森
づ

　
く
り
県
民
税
」
　
円
が
含
ま

７００

　
れ
て
い
ま
す
。

※
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
や
寡

　
婦
・
寡
夫
の
方
、
ま
た
は
扶

　
養
の
人
数
に
よ
っ
て
は
均
等

　
割
が
非
課
税
と
な
る
場
合
が

　
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
復
興
特
別
所
得
税
　
　

　（
国
税
）が
所
得
税
　
　

　（
国
税
）と
併
せ
て
　
　

　
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す

　
所
得
税
を
納
め
る
方
は
「
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た

め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
平

成
　
～
　
年
分
ま
で
各
年
分
の

２５

４９

所
得
税
の
額
に
、
　
％
上
乗
せ

２．１

し
た
額
を
「
復
興
特
別
所
得

税
」
と
し
て
併
せ
て
納
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
・
県
民
税
、
復
興
特
別
所

　
市
・
県
民
税（
個
人
住
　

　
民
税
）が
引
き
上
げ
　

　
ら
れ
ま
す

　「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実

施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に

必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
地

方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
平
成
　
年
６

２６

得
税
の
引
き
上
げ
ら
れ
る
額
は
、

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
へ
の

救
援
・
復
興
支
援
や
、
私
た
ち

の
住
む
地
域
を
災
害
に
強
い
ま

ち
に
す
る
た
め
の
財
源
に
な
り

ま
す
。

角「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に

　
寡
婦
・
寡
夫
控
除
の
項
目
が

　
追
加
さ
れ
ま
し
た（
公
的
年

　
金
受
給
者
の
方
）

　
公
的
年
金
受
給
者
で
所
得
税

の
課
税
対
象
と
な
る
方
に
対
し

て
は
、
源
泉
徴
収
す
る
際
、
各

種
の
控
除
を
適
用
す
る
た
め
に
、

毎
年
　
月
末
頃
に
日
本
年
金
機

１０

構
や
共
済
組
合
な
ど
か
ら
「
扶

養
親
族
等
申
告
書（
は
が
き
形

式
）」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
分
か
ら
、
寡
婦
・

２５

寡
夫
控
除
に
つ
い
て
の
項
目
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。
適
用
と
な

る
方
は
記
載
し
提
出
す
る
こ
と

で
、
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
県

民
税
申
告
に
お
い
て
、
こ
の
控

除
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
な

く
な
り
ま
す
。

角「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に
係
る

　
市
・
県
民
税
の
寄
附
金
税
額

　
控
除
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
地
方
公
共
団
体
に
寄
附（
ふ

る
さ
と
納
税
）を
し
た
場
合
、

寄
附
金
の
う
ち
２
、０
０
０
円

を
超
え
る
額
に
つ
い
て
所
得
税

の
寄
附
金
控
除
お
よ
び
市
・
県

民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
　
～
　
年
の
間
、
所
得

２５

４９

税
に
加
え
復
興
特
別
所
得
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所

得
税
で
寄
附
金
控
除
を
受
け
た

場
合
は
復
興
特
別
所
得
税
に
も

反
映
さ
れ
減
額
に
な
り
ま
す
。

平
成
　
～
　
年
度
の
市
・
県
民

２６

５０

税
の
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
い

て
も
、
復
興
特
別
所
得
税
に
相

当
す
る
率（
　
％
）を
減
額
す
る

２．１

調
整
が
行
わ
れ
ま
す
。

角
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

　
の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
　
年
１
月
か
ら
、
個
人

２６

で
事
業
を
行
っ
て
い
る
白
色
申

告
者（
営
業
・
農
業
や
不
動
産

貸
付
な
ど
を
行
っ
て
い
る
方
、

山
林
所
得
が
発
生
す
る
業
務
を

行
っ
て
い
る
方
）全
て
の
方
に

対
し
、
記
帳
と
帳
簿
な
ど
の
保

存
が
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
い
場
合（
市
・
県
民
税
申

告
が
必
要
な
方
）も
保
存
制
度

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

税税税税税税税税税税税額額額額額額額額額額額ががががががががががが
変変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更更ににににににににににになななななななななななりりりりりりりりりりりままままままままままますすすすすすすすすすす

くわしくは　税務課　市民税係

　　　　　　　　  緯２１‐５１１３

平成３０～

３５年度

平成２６～

２９年度

平成２５年度

まで
区分

３，５００円３，５００円３，０００円市民税

１，５００円２，２００円１，７００円県民税

５，０００円５，７００円４，７００円合計（年間）

均等割一覧表

２０１４年５月号３

　

納
付
で
き
る
場
所

焔
市
の
窓
口

　
収
税
課
、
足
利
銀
行
市
役
所
出
張
所
、

各
総
合
支
所
、
各
支
所
・
出
張
所
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

焔
金
融
機
関

　
足
利
銀
行
、
筑
波
銀
行
、
栃
木
銀
行
、

鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
中
央
労
働
金
庫
、

上
都
賀
農
業
協
同
組
合
、
み
ず
ほ
銀
行
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局（
関
東
地
方
・

山
梨
県
の
み
）

焔
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
市
税
の
み
）

・
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
は
、
納
付
書
の

裏
面
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

・
利
用
期
限
内
に
限
り
ま
す
。

※
納
税
額
が
　
万
円
以
上
の
場
合
お
よ
び

３０

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

口
座
振
替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

口
座
振
替
の
メ
リ
ッ
ト

・
納
付
に
行
く
手
間
が
省
け
ま
す
。

・
希
望
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
し

に
な
り
、
納
付
忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

日
光
仮
面
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
　

　
期
間
中
に
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
た

方
に
、
日
光
仮
面
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
差
し
上

げ
ま
す
。

焔
期
間

　
５
月
１
日（
木
）～
７
月
　
日（
木
）

３１

表：平成２６年度　市税などの納期限一覧

介護保険料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

国民健康
保険税

（普通徴収）
軽自動車税

固定資産税
都市計画税

市県民税
（普通徴収）

税目

納期限

随時
（１０期）

随時
（１０期）

随時
（１０期）

１期１期
随時

（６期）
６月２日

１期６月３０日

１期１期１期２期７月３１日

２期２期２期２期９月１日

３期３期３期９月３０日

４期４期４期３期１０月３１日

５期５期５期１２月１日

６期６期６期３期１２月２５日

７期７期７期４期２月２日

８期８期８期４期３月２日

随時
（９期）

随時
（９期）

随時
（９期）

随時
（５期）

３月３１日

※最終納期限の後に納税額の更正などがあった場合、「随時」として課税されるこ
とがあります。

 
教
育
や
福
祉
・
医
療
の
充
実
、
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
は
、
税
金
や
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、
納
期
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。
な
お
、
納
期
限
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

・
保
険
料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料
の
納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納
期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期
内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

納
期
内

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納
付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
に
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力
くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
さささささささささささささささささささささ

ご
協
力
く
だ
さ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

焔
対
象
と
な
る
方

　
平
成
　
年
度
中
に
次
の
対
象
種
目
に
税

２６

な
ど
が
課
さ
れ
て
お
り
、
現
在
口
座
振
替

を
申
し
込
ん
で
い
な
い
方

焔
対
象
種
目

 
市
県
民
税
、
固
定
資
産（
都
市
計
画
）税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

焔
利
用
可
能
な
金
融
機
関

 
足
利
銀
行
、
筑
波
銀
行
、
栃
木
銀
行
、

鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
中
央
労
働
金
庫
、

上
都
賀
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

焔
申
込
先

 
収
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
、

各
支
所
・
出
張
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

焔
申
込
方
法

　
納
税
通
知
書（
納
付
書
）と
預
金
通
帳
、

通
帳
印
を
持
参
し
、
申
込
先
に
備
え
付
け

の
口
座
振
替
依
頼
書
に
記
入
す
る
。

　
く
わ
し
く
は

　
収
税
課
　
緯（
　
）５
１
０
３

２１

日光仮面ストラップ


	A4通し
	A3 2-35
	A4通し

